
お
知
ら
せ

（
仮
称
）
第
２
次
栃
木
市
環
境
基
本
計

画
（
素
案
）
お
よ
び
（
仮
称
）
栃
木

市
役
所
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

（
事
務
事
業
編
）（
素
案
）
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　

市
を
取
り
巻
く
環
境
の
現
状
や
環

境
政
策
の
課
題
を
幅
広
く
的
確
に
把

握
し
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
環

境
政
策
の
方
向
性
を
提
示
す
る
た

め
、
標
記
計
画
の
素
案
を
と
り
ま
と

め
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
意
見
等
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

10
月
20
日
（
木
）
〜
11

月
18
日
（
金
）

　

環
境
課
（
本
庁
舎
２

階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同
４

階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推

進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・

国
府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ

　

閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
問
合
先
に
直
接
ま
た
は

郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル
に
て
。

　

提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
後

日
公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等

は
非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回

答
は
し
ま
せ
ん
。

問
環
境
課　
　
　

☎
（21）
２
４
２
０

寺
尾
財
産
区
議
会
議
員
選
挙

選
挙
期
日
等
に
つ
い
て

　

12
月
６
日
（
火
）

　

12
月
11
日

（
日
）７
時
〜
19
時（
一
部
18
時
ま
で
）

11
月
11
日

（
金
）
10
時
〜　

寺
尾
公
民
館11

月
25

日
（
金
）
10
時
〜　

寺
尾
公
民
館　

年
齢　

平
成
16
年
12
月
12
日
ま
で
に

出
生
し
た
人

住
所　

令
和
４
年
９
月
５
日
ま
で
に

寺
尾
財
産
区
の
区
域
（
尻
内
町
、
梅

沢
町
、
大
久
保
町
、
鍋
山
町
、
星
野

町
、
出
流
町
）
内
に
住
民
登
録
し
た

人
で
引
き
続
き
３
ヶ
月
以
上
住
民
登

録
し
て
い
る
方
。
投
票
日
当
日
以
前

に
寺
尾
財
産
区
の
区
域
外
へ
住
所
を

異
動
し
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

　

寺
尾
財
産
区
議

会
議
員
の
選
挙
権
が
あ
り
、
選
挙
の

当
日
年
齢
満
25
歳
以
上
の
方

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
（21）
２
５
３
１

ひ
と
り
親
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
拡
大
給
付
）

ひ
と
り
親
世
帯
で
所
得
超
過
の
た

め
、
国
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に

対
す
る
給
付
金
の
対
象
と
な
ら
な

か
っ
た
方
に
、
給
付
金
を
支
給
し
ま

す
。

　

ひ
と
り
親
世
帯
で
所

得
超
過
の
た
め
、
令
和
２
年
度
ひ
と

り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
、
令
和

３
年
度
・
令
和
４
年
度
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
の
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
方
で
、
令
和
４
年
３
月
31

日
時
点
お
よ
び
申
請
時
点
で
市
内
に

住
所
が
あ
り
、
対
象
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方　

平
成
16
年
４
月
２
日
か

ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
出
生

し
た
児
童
等

　

児
童
１
人
当
た
り
一
律

３
０
，
０
０
０
円　
（
１
回
限
り
）

　

令
和
５
年
２
月
28
日

（
火
）
ま
で

※
受
給
条
件
・
対
象
児
童
・
申
請
方

法
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
☎

（21）
２
２
２
２

都
市
計
画
の
構
想
の
縦
覧
お
よ
び

公
聴
会
の
お
知
ら
せ

　

小
山
栃
木
都
市
計
画
用
途
地
域
の

変
更
お
よ
び
地
区
計
画
の
決
定

　

大
塚
町
、
都
賀
町
平
川
、
都
賀
町

升
塚
お
よ
び
都
賀
町
家
中
の
各
一
部

　

平
川
産
業
団
地
に
お
け
る
用
途
地

域
の
見
直
し
お
よ
び
地
区
計
画
の
決
定

縦
覧
期
間　

10
月
31
日
（
月
）
〜
11

月
14
日
（
月
）（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
都
市
計
画
課（
本
庁
舎
３
階
）

※
都
市
計
画
の
構
想
に
つ
い
て
、
ご

意
見
が
あ
る
方
は
縦
覧
期
間
中
、
公

聴
会
で
公
述
人
と
な
る
意
思
の
有
無

を
明
記
し
て
、
意
見
申
出
書
を
縦
覧

場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
21
日
（
月
）
18
時
30
分
〜

会
場　
市
役
所
本
庁
舎
（
万
町
）
正
庁

※
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は
公

聴
会
を
開
催
し
ま
せ
ん
。
傍
聴
を
希

望
す
る
方
は
、
開
催
の
有
無
に
つ
い

て
、
問
合
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課

☎
（21）
２
４
３
１

足
利
銀
行
都
賀
支
店
お
よ
び
岩
舟

支
店
で
の
納
付
書
の
取
扱
い
が
変

わ
り
ま
す

足
利
銀
行
の
店
舗
機
能
変
更
に
よ

り
、
都
賀
支
店
は
11
月
７
日
（
月
）

か
ら
、
岩
舟
支
店
は
21
日
（
月
）
か

ら
、
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
、
督

促
状
お
よ
び
納
期
限
の
記
載
の
な
い

納
付
書
等
の
取
扱
い
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

問
会
計
課　
　
　

☎
（21）
２
１
１
４

栃
木
市
事
業
者
応
援
Ｐ
Ｒ
事
業
を

実
施
中
で
す

コ
ロ
ナ
禍
で
頑
張
っ
て
い
る
市
内

の
事
業
者
を
応
援
す
る
た
め
、
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
栃
木
に
お
い
て
Ｐ
Ｒ
番

組
お
よ
び
静
止
画
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を

放
送
し
て
い
ま
す
。
幅
広
い
業
種
の

方
が
出
演
さ
れ
て
い
ま
す
。
放
送
時

期
は
３
月
上
旬
ま
で
。
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

地
上
デ
ジ
タ
ル

１
１
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

問
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
（
株
）

☎
（25）
１
８
１
１

商
工
振
興
課　

☎
（21）
２
３
７
２

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
の
全
国

一
斉
情
報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す

　

11
月
16
日
（
水
）
11
時

　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋『
こ

れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
』

×
３
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

　

屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
（
１
８
５
か
所
）
／
防
災
ラ
ジ

オ
（
自
動
起
動
し
ま
す
）
／
Ｆ
Ｍ
く

ら
ら
８
５
７
の
緊
急
割
り
込
み
放
送

／
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
Ｌ
字
放
送

（
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
ま
す
）

問
危
機
管
理
課　

☎
（21）
２
５
５
１

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

本庁舎 ☎（22）3535　各総合支所：大平 ☎（43）8818　藤岡 ☎（62）0900　都賀 ☎（29）1100　西方 ☎（92）0300　岩舟 ☎（55）7751  ／  休日（本庁日直）☎（22）3535

広報とちぎ 

インフルエンザを予防しましょう
【インフルエンザとは】
インフルエンザはウイルス性の感染症で、主な感染経路は咳やくしゃみの際に口から発生される小

さな水滴による飛沫感染です。
インフルエンザの流行は通常 12月末から３月頃にみられ、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などの症状が見

られます。気管支炎や肺炎などを併発し、重症化しやすいのがインフルエンザの特徴で、高齢者は特に重症化のリ
スクが高くなります。
インフルエンザはワクチン接種を行うことで、発症そのものを完全に防ぐことはできませんが、罹患しても症状

の重症化を防ぐことができ、合併症併発等の死亡リスクを抑えられます。
【接種の時期】
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまで２週間程度かかり、その効果が十
分に持続する期間は接種後２週間からおよそ５か月程度と言われています。効率よく、有効性を高
めるために、インフルエンザが流行する前に接種を受けておくことが必要です。

【新型コロナワクチンとの接種間隔】
　新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔の制限がなくなりましたので、同時接種をしても大丈
夫です。※インフルエンザ以外のワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔は、２週間あける必要があります

【インフルエンザの予防】
インフルエンザの主な感染経路は飛沫感染のため、新型コロナウィルス感染症拡散防止の
ための「マスク着用」「手洗い」「３密（密接・密集・密閉）回避」「換気」などの基本的
な感染対策の徹底で、インフルエンザ感染のリスクを下げることができます。
また、体調が悪い時には外出を控え、発熱などの症状がある場合は、かかりつけの医療機関に電話で

相談してください。 問 健康増進課 ☎（２５）３５１２

物品購入等業者登録申請受付のお知らせ
市が発注する物品等の納入、業務委託の受注を希望さ

れる方は名簿への登録が必要です。現在登録されている
方の有効期間は令和５年３月 31日までで、引き続き登
録を希望される場合は、申請の手続きが必要となります。
令和５・６年度において入札に参加を希望される方は①
物品購入等入札参加資格審査申請に、１回あたり 50万
円未満の小規模な取引を希望される市内業者は②小規模
物品等契約希望者登録に申請してください。
※①、②の両方に登録することはできません。また、い
ずれの制度も申請することで指名を約束するものではあ
りません。
①物品購入等入札参加資格審査申請　事務機器、車両、
建設資材などの物品の納入、施設の保守点検、運送など
の業務委託の入札に参加を希望する方の登録制度です。

　11月 21日（月）～ 12月９日（金）（閉
庁日を除く）

　申請書類等一式、添付書類（税の証明書、
法人登記の写し、希望する業種を履行するために必要な
資格、免許等を証明する書類の写しなど）
※申請要領・様式などは、11月上旬から市ホームペー
ジに掲載および契約検査課で配布。

②小規模物品等契約希望者登録　１回の取引金額が 50
万円未満の小規模な物品の納入等を希望する市内業者限
定の登録制度です。入札になるような比較的規模の大き
い取引はできません。例えば、少額の事務用品、給食の
食材の納品などを行う事業者向けの制度となります。

　10月 24日（月）～ 11月 11日（金）（閉
庁日を除く）

　申請書、添付書類（市税の完納証明書、希
望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明
する書類の写しなど）
※申請案内・様式などは、市ホームページに掲載および
契約検査課で配布。
※現在の登録の更新を希望される方で、登録内容に変更
がない場合は、申請手続を簡素化しております。登録内
容と手続き方法を記載したお知らせを郵送しております
ので、ご覧ください。
①②共通 　令和５年４月１日から令和７
年３月 31日まで

　契約検査課（本庁舎３階３Ｃ－７番窓口）へ
①は郵送のみ（書留等配送記録の残る方法で）
②は直接または郵送　〒３２８－８６８６　栃木市万町
９番 25号　　　　　問 契約検査課 ☎（２１）２３６１


